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平成 22年 12 月定例会

議 

決 

結 

果 

の 

一 

覧

平成 22年度一般会計補正予算など 47議案を可決

条
例
（
可
決
十
件
）

●
田
辺
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条                    

　

例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

職
員
の
給
料
月
額
及
び
期
末
勤
勉    

　

手
当
の
支
給
割
合
並
び
に
、
議
員
、

　

市
長
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合

　

を
引
き
下
げ
る
た
め
改
正
す
る
も

　

の
。

●
住
居
表
示
の
実
施
等
に
伴
う
関
係 

　

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制

　

定
に
つ
い
て

　

住
居
表
示
の
実
施
及
び
こ
れ
に
基

　

づ
く
町
の
新
設
に
伴
い
、
所
要
の

　

改
正
を
行
う
も
の
。

●
田
辺
市
短
期
滞
在
施
設
条
例
の
一

　

部
改
正
に
つ
い
て

　

分
筆
登
記
に
伴
い
、
本
宮
第
一
短

　

期
滞
在
施
設
等
の
位
置
の
表
示
を

　

変
更
す
る
た
め
改
正
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
観
光
案
内
所
条
例
の
一
部

　

改
正
に
つ
い
て

　

観
光
案
内
所
の
管
理
に
つ
い
て
指

　

定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、

　

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

●
田
辺
市
自
転
車
等
駐
車
場
条
例
の
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一般質問の要旨
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　平成２２年１２月定例会は、１１月２９日に開会し、１２月２１日まで２３日間の会

期で開催されました。田辺市職員の給与に関する条例等の一部改正をはじめ、平成２２

年度一般会計補正予算など、市長提出議案４１件、議員提案議案 1 件をすべて原案のと

おり可決しました。

　このほか、市長専決処分事項の報告 1 件を承認、請願１件を継続審査とし、国の関係

行政庁に提出する意見書５件をすべて原案のとおり可決しました。

　なお、９月議会で常任委員会に付託され、閉会中の継続審査となっていた平成２１年

度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算議案２２件を、すべて認定しました。

　また、１２月８日から１０日の３日間にわたり、７人の議員が一般質問を行いました。

　

一
部
改
正
に
つ
い
て

　

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

　

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
。

●
田
辺
市
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例

　

の
廃
止
に
つ
い
て

　

青
少
年
問
題
協
議
会
を
廃
止
す
る

　

も
の
。

●
田
辺
市
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
条
例

　

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
運
営
委
員
会

　

を
廃
止
す
る
た
め
改
正
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

　

の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

　

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　

て

　

社
会
教
育
委
員
の
報
酬
を
日
額
制

　

に
改
め
る
と
と
も
に
、
青
少
年
問

　

題
協
議
会
及
び
勤
労
青
少
年
ホ
ー

　

ム
運
営
委
員
会
を
廃
止
す
る
こ
と

　

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

　

の
。

●
田
辺
市
公
民
館
条
例
の
一
部
改
正

　

に
つ
い
て

　

分
筆
登
記
に
伴
い
、
本
宮
公
民
館

　

四
村
川
分
館
の
位
置
の
表
示
を
変

　

更
す
る
た
め
改
正
す
る
も
の
。
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●
田
辺
市
立
美
術
館
条
例
の
一
部
改

　

正
に
つ
い
て

　

十
八
歳
未
満
の
者
及
び
就
学
者
の

　

観
覧
料
を
無
料
に
す
る
ほ
か
、
観

　

覧
料
の
見
直
し
を
図
る
た
め
改
正

　

す
る
も
の
。

補
正
予
算
（
可
決
七
件
）

※
金
額
は
補
正
後
の
額

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
一
般
会

　

計
補
正
予
算
（
第
八
号
）

四
〇
九
億
六
八
〇
万
九
千
円

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
国
民
健

　

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
二
号
）

一
一
〇
億
七
八
四
七
万
八
千
円

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
後
期
高

　

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

　

二
号
）一

六
億
七
六
六
七
万
一
千
円

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
介
護
保

　

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

七
九
億
一
〇
〇
九
万
五
千
円

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
簡
易
水

　

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　

二
号
）

三
億
七
七
八
九
万
九
千
円

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
木
材
加

　

工
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　

二
号
）

一
億
九
九
〇
九
万
二
千
円

●
平
成
二
十
二
年
度
田
辺
市
水
道
事

　

業
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

二
一
億
四
二
四
〇
万
一
千
円

そ
の
他
議
案
（
可
決
二
十
四
件
）

●
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ

　

い
て

　

背
戸
川
第
一
ポ
ン
プ
場
機
械
設
備

　

更
新
工
事
請
負
変
更
契
約
を
締
結

　

す
る
も
の
。

●
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
二
件
）

　
市
営
住
宅
の
入
居
名
義
人
及
び
そ

　

の
連
帯
保
証
人
を
相
手
方
と
し
て
、

　

滞
納
し
て
い
る
家
賃
の
支
払
を
求

　

め
る
訴
え
を
提
起
す
る
も
の
。

●
民
事
調
停
の
申
立
て
に
つ
い
て

　

市
営
住
宅
の
家
賃
滞
納
者
及
び
連

　

帯
保
証
人
に
対
し
、
家
賃
の
支
払

　

い
を
求
め
る
も
の
。

●
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

　

に
つ
い
て

　

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、
和
解
す

　

る
も
の
。

●
田
辺
市
高
齢
者
複
合
福
祉
施
設
た

　

き
の
里
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

　

つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
社
会
福
祉
法
人

　

田
辺
市
社
会
福
祉
事
業
団
」
に
指

　

定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
立
松
風
荘
の
指
定
管
理
者

　

の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
社
会
福
祉
法
人

　

田
辺
市
社
会
福
祉
協
議
会
」
に
指

　

定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
立
や
す
ら
ぎ
荘
の
指
定
管

　

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
社
会
福
祉
法
人

　

田
辺
市
社
会
福
祉
協
議
会
」
に
指

　

定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
大
塔
富
里
温
泉
セ
ン
タ
ー

　

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
指
定
管
理
者
を
「
大
塔
村
観
光
事

　

業
振
興
会
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
龍
神
ご
ま
さ
ん
ス
カ
イ
タ

　

ワ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

　

い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
龍
神
は
ー
と
」　

　

に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
熊
野
古
道
中
辺
路
陶
芸
館

　

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
中
陶
友
会
」
に

　

指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
龍
神
宮
代
オ
ー
ト
キ
ャ
ン

　

プ
場
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

　

い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
上
宮
代
区
」
に

　

指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
龍
神
ひ
わ
だ
の
滝
キ
ャ
ン

　

プ
場
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

　

い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
下
柳
瀬
区
」
に

　

指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
龍
神
福
井
キ
ャ
ン
プ
場
の

　

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
下
福
井
区
」
に

　

指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
大
塔
青
少
年
旅
行
村
の
指

　

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
大
塔
村
観
光
事

　

業
振
興
会
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
三
川
広
場
の
指
定
管
理
者

　

の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
株
式
会
社
キ
ナ

　

ン
観
興
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
龍
神
木
族
館
の
指
定
管
理

　

者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
龍
神
村
森
林
組

　

合
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
龍
游
館
の
指
定
管
理
者
の

　

指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
こ
す
げ
パ
ー
ク

　

振
興
会
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
熊
野
古
道
中
辺
路
の
指
定

　

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
有
限
会
社
ふ
れ

　

あ
い
横
掘
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
お
お
と
う
山
遊
館
の
指
定

　

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
を
「
株
式
会
社
キ
ナ

　

ン
観
興
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
田
辺
市
林
業
開
発
セ
ン
タ
ー
深
山

　

荘
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

　

て

　

指
定
管
理
者
を
「
財
団
法
人
龍
神

　

村
開
発
公
社
」
に
指
定
す
る
も
の
。

●
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

　

市
道
芳
養
松
原
六
号
線
の
終
点
を
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変
更
す
る
も
の
。

●
和
歌
山
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

　

を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数

　

の
減
少
及
び
組
合
規
約
の
変
更
に

　

つ
い
て

　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

　

解
散
す
る
御
坊
市
外
三
ヶ
町
国
民

　

健
康
保
険
事
務
組
合
を
和
歌
山
県

　

市
町
村
総
合
事
務
組
合
か
ら
脱
退

　

さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
お

　

こ
な
う
も
の
。

●
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

　
市
営
住
宅
の
入
居
名
義
人
及
び
不

　

法
占
有
者
を
相
手
方
と
し
て
、
市

　

営
住
宅
の
明
け
渡
し
を
求
め
る
訴

　

え
を
提
起
す
る
も
の
。

報
告
（
一
件
）

●
専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

　

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、
和
解
す

　

る
こ
と
に
つ
い
て
専
決
処
分
し
た

　

も
の
。

認
定
（
二
十
二
件
）※

金
額
は
支
出
済
額

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
一
般
会

　

計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

四
一
九
億
一
一
八
二
万
九
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
国
民
健

　

康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て

一
〇
八
億
九
七
五
三
万
六
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
老
人
保

　

健
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ

　

い
て

四
八
八
九
万
六
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
後
期
高

　

齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

　

算
に
つ
い
て

一
六
億
二
一
三
二
万
五
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
介
護
保

　

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ

　

い
て

七
二
億
六
六
二
六
万
四
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
分
譲
宅

　

地
造
成
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て一

億
五
九
七
六
万
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
公
共
用

　

地
先
行
取
得
事
業
特
別
会
計
歳
入

　

歳
出
決
算
に
つ
い
て

四
七
一
〇
万
七
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
文
里
港

　

整
備
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

　

算
に
つ
い
て一

億
九
一
八
五
万
九
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
交
通
災

　

害
共
済
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て

八
二
一
万
四
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
同
和
対

　

策
住
宅
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会

　

計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

五
億
七
七
八
九
万
二
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
簡
易
水

　

道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

に
つ
い
て三

億
三
三
四
五
万
五
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
農
業
集

　

落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て

三
億
九
〇
九
六
万
九
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
林
業
集

　

落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て一

四
七
三
万
九
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
漁
業
集

　

落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て

一
億
五
一
二
四
万
四
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
特
定
環

　

境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

　

計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

五
六
三
四
万
二
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
戸
別
排

　

水
処
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　

決
算
に
つ
い
て二

二
九
九
万
八
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
診
療
所

　

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に

　

つ
い
て

三
億
八
四
二
七
万
二
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
駐
車
場

　

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に

　

つ
い
て

四
億
三
九
九
一
万
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
砂
利
採

　

取
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

に
つ
い
て一

億
五
七
一
〇
万
七
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
木
材
加

　

工
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

に
つ
い
て一

億
五
九
五
一
万
六
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
四
村
川

　

財
産
区
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

に
つ
い
て

三
四
七
九
万
三
千
円

●
平
成
二
十
一
年
度
田
辺
市
水
道
事

　

業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て

一
九
億
三
五
九
〇
万
一
千
円

発
議
（
可
決
一
件
）

●
田
辺
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及

　

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

　

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

議
員
が
議
会
の
会
議
等
に
出
席
し

　

た
際
に
支
給
す
る
費
用
弁
償
の
額

　

を
、
日
額
二
千
円
か
ら
、　

議
員
の

　

住
居
か
ら
会
議
等
の
開
催
場
所
ま

　

で
の
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
定
め

　

る
額
と
す
る
も
の
。

請
願
（
一
件
）

●
大
坊
小
学
校
新
校
舎
建
設
に
関
す

　

る
請
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
継
続
審
査
）
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●
尖
閣
諸
島
海
域
に
お
け
る
中
国
漁

　

船
領
海
侵
犯
に
関
す
る
意
見
書

（
抜
粋
）

　

去
る
九
月
七
日
午
前
、
尖
閣
諸
島

の
久
場
島
沖
の
日
本
領
海
内
に
お
い

て
、
違
法
操
業
を
し
て
い
た
中
国
漁

4

意
見
書
（
可
決
五
件
）

　

次
の
意
見
書
五
件
を
可
決
し
、
地

方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
関
係
行
政
機
関
に
提
出
し
ま

し
た
。

●
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ

　

Ｐ
）
へ
の
拙
速
な
参
加
に
反
対
す

　

る
意
見
書

（
抜
粋
）

　

政
府
は
、
去
る
十
一
月
八
日
か
ら

十
四
日
に
横
浜
市
で
開
催
さ
れ
た
ア

ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
Ａ
Ｐ

Ｅ
Ｃ
）
に
お
い
て
、
日
本
が
環
太
平

洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
の
協

議
を
開
始
す
る
こ
と
を
正
式
に
表
明

し
た
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
、
関
税
を
撤
廃
す
る
こ

と
へ
の
例
外
を
認
め
な
い
貿
易
の
完

全
自
由
化
を
目
指
す
交
渉
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど

の
農
林
水
産
物
輸
出
大
国
が
参
加
す

れ
ば
、
我
が
国
の
第
一
次
産
業
は
衰

退
し
、
地
域
経
済
、
地
域
社
会
の
崩

壊
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

田
辺
市
で
は
、
黒
潮
の
恩
恵
を
受

け
た
温
暖
な
気
候
と
海
、
山
、
川
の

自
然
資
源
に
恵
ま
れ
、
多
様
な
農
林

水
産
物
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
り
、

食
料
の
安
定
供
給
、
自
然
環
境
や
国

土
の
保
全
な
ど
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
に
よ
る

生
産
物
価
格
の
低
下
、
生
産
コ
ス
ト

の
上
昇
、
従
業
者
の
高
齢
化
等
に
よ

り
、
本
市
の
農
林
水
産
業
は
か
つ
て

な
い
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て

い
る
。

　

農
林
水
産
物
の
輸
入
自
由
化
が
こ

れ
以
上
進
め
ば
、
安
価
な
外
国
産
農

作
物
等
の
流
入
、
氾
濫
に
よ
る
価
格

破
壊
が
起
こ
り
、
第
一
次
産
業
は
壊

滅
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と
と

な
り
、
関
連
産
業
の
衰
退
と
大
幅
な

雇
用
の
喪
失
を
招
き
か
ね
な
い
。

　

我
々
は
、
決
し
て
工
業
製
品
の
輸

出
や
資
源
の
安
定
確
保
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

我
が
国
が
貿
易
立
国
と
し
て
発
展
し

て
き
た
結
果
、
世
界
で
最
も
開
か
れ

た
農
産
物
純
輸
入
国
と
な
り
、
食
料

自
給
率
は
最
低
水
準
に
ま
で
落
ち
込

ん
だ
。
こ
の
上
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加

が
決
定
さ
れ
れ
ば
、
食
料
自
給
率
は

四
十
％
か
ら
十
四
％
へ
と
落
ち
込
み
、

農
業
生
産
額
で
言
え
ば
四
・
一
兆
円
の

減
額
が
予
想
さ
れ
て
い
る
中
で
、
農

業
の
み
な
ら
ず
第
一
次
産
業
を
基
盤

と
す
る
地
域
経
済
へ
の
影
響
は
計
り

知
れ
な
い
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
我
が
国

の
食
料
事
情
を
危
険
な
状
況
に
追
い

込
み
、
地
域
の
第
一
次
産
業
に
極
め

て
深
刻
な
打
撃
を
与
え
か
ね
な
い
環

太
平
洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）

に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
十
分

審
議
す
る
な
ど
、
国
民
合
意
が
得
ら

れ
る
ま
で
時
間
を
か
け
て
十
分
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
拙
速
な

参
加
に
は
断
固
反
対
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
提
出
先
）
内
閣
総
理
大
臣
・
外
務
大

臣
・
農
林
水
産
大
臣
・
経
済
産
業
大
臣
・

国
家
戦
略
担
当
大
臣
・
内
閣
官
房
長

官
・
衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長

続
く
歴
史
を
誇
り
、
現
在
も
小
型
捕

鯨
業
や
小
型
鯨
類
追
込
網
漁
業
等
が

営
ま
れ
、
鯨
に
関
す
る
伝
統
的
な
文

化
・
食
文
化
は
今
も
な
お
健
在
で
あ

る
。

　

一
九
八
二
年
、
鯨
類
資
源
に
関
す

る
科
学
的
知
見
の
不
確
実
性
を
理
由

に
、
商
業
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
一
時
停

止
）
が
、国
際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）

で
可
決
、
導
入
さ
れ
、
一
九
八
六
年

か
ら
は
大
型
鯨
類
を
対
象
と
す
る
商

業
捕
鯨
が
全
面
禁
止
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。

　

我
が
国
は
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
各
国
固
有

の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
調

査
捕
鯨
に
つ
い
て
、
科
学
的
デ
ー
タ

を
蓄
積
し
、
こ
の
不
確
実
性
を
覆
す

た
め
資
源
量
の
豊
か
な
ミ
ン
ク
ク
ジ

ラ
を
対
象
に
、
一
九
八
七
年
か
ら
南

極
海
で
、
次
い
で
一
九
九
四
年
か
ら

北
大
西
洋
で
も
調
査
捕
鯨
を
実
施
し

て
お
り
、
そ
の
結
果
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
科

学
委
員
会
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。

　

近
年
、
南
極
海
に
お
け
る
米
国
の

反
捕
鯨
団
体
「
シ
ー
シ
ェ
パ
ー
ド
」

に
よ
る
調
査
妨
害
行
為
は
過
激
さ
を

増
し
、
本
年
二
月
に
は
、
殺
傷
能
力

の
あ
る
器
具
な
ど
を
使
用
し
、
日
本

の
調
査
船
の
乗
組
員
に
負
傷
者
が
出

る
な
ど
、
ま
さ
し
く
海
上
に
お
け
る

テ
ロ
行
為
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
状
況
に
あ
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
六
月
の
Ｉ
Ｗ

Ｃ
マ
デ
イ
ラ
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
年
次

会
合
に
お
い
て
も
、
約
三
十
カ
国
が

シ
ー
シ
ェ
パ
ー
ド
の
暴
力
行
為
を
非

難
し
、
船
籍
国
な
ど
に
対
応
を
要
請

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、
二
〇
〇
三
年
に
和
歌
山
県

太
地
町
に
お
い
て
も
、シ
ー
シ
ェ
パ
ー

ド
の
メ
ン
バ
ー
数
名
が
仕
切
り
網
を

切
断
す
る
な
ど
、
小
型
鯨
類
追
込
網

漁
業
の
操
業
を
妨
害
し
、
警
察
に
逮

捕
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
シ
ー

シ
ェ
パ
ー
ド
の
暴
力
的
な
妨
害
行
為

を
断
固
と
し
て
排
除
し
、
安
全
に
調

査
捕
鯨
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
関
係
国

と
連
携
を
強
め
、
そ
の
対
策
を
講
じ

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

（
提
出
先
）
内
閣
総
理
大
臣
・
外
務
大

臣
・
農
林
水
産
大
臣
・
国
土
交
通
大
臣
・

警
察
庁
長
官
・
水
産
庁
長
官
・
海
上

保
安
庁
長
官
・
衆
議
院
議
長
・
参
議

院
議
長

●
シ
ー
シ
ェ
パ
ー
ド
に
よ
る
調
査
捕

　

鯨
妨
害
活
動
に
対
す
る
適
切
な
措

　

置
を
求
め
る
意
見
書

（
抜
粋
）

　

和
歌
山
県
で
は
、
江
戸
時
代
に
全

国
に
先
駆
け
て
組
織
的
な
捕
鯨
が
始

ま
り
、
以
来
四
百
年
以
上
も
連
綿
と
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●
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
問
題

　

の
早
期
解
決
を
求
め
る
意
見
書

（
抜
粋
）

　

北
朝
鮮
が
日
本
人
の
拉
致
を
初
め

て
認
め
、
謝
罪
し
た
平
成
十
四
年
の

日
朝
首
脳
会
談
以
降
、
五
人
の
拉
致

被
害
者
と
そ
の
家
族
の
帰
国
が
実
現

し
、
政
府
に
お
い
て
は
拉
致
問
題
対

策
本
部
を
設
け
、
政
府
一
体
と
な
っ

て
問
題
解
決
に
向
け
た
総
合
的
な
対

策
を
推
進
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
す

べ
て
の
拉
致
被
害
者
の
方
々
の
真
相

究
明
及
び
帰
国
の
実
現
な
ど
、
拉
致

問
題
の
解
決
に
向
け
た
具
体
的
な
道

筋
が
未
だ
見
出
せ
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
北
朝
鮮
は
、
我
が
国
の

主
権
並
び
に
日
本
国
民
の
生
命
・
安

全
に
か
か
わ
る
拉
致
問
題
に
つ
い
て
、

極
め
て
不
誠
実
な
態
度
を
取
り
続
け

て
き
た
。
平
成
二
十
年
八
月
に
は
、

日
朝
実
務
者
協
議
に
お
け
る
合
意
に

基
づ
き
、
い
っ
た
ん
は
北
朝
鮮
が
拉

●
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
一

　

型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
︱
１
）
総
合
対
策

　

を
求
め
る
意
見
書

（
抜
粋
）

　

ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
一

型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
︱
１
）
は
、
致
死
率

の
高
い
「
成
人
Ｔ
細
胞
白
血
病
（
Ａ

Ｔ
Ｌ
）」
や
、
進
行
性
の
歩
行
・
排
尿

障
害
を
伴
う
「
脊
髄
疾
患
（
Ｈ
Ａ
Ｍ
）」

な
ど
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
国
内
の

感
染
者
数
（
キ
ャ
リ
ア
）
は
百
万
人

以
上
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
数
は
Ｂ
型
・

Ｃ
型
肝
炎
に
匹
敵
す
る
も
の
で
、
毎

年
約
千
人
以
上
が
「
成
人
Ｔ
細
胞
白

血
病（
Ａ
Ｔ
Ｌ
）」で
命
を
落
と
し
、「
脊

髄
疾
患
（
Ｈ
Ａ
Ｍ
）」
発
症
者
は
激
痛

や
両
足
麻
痺
、
排
尿
障
害
に
苦
し
ん

で
い
ま
す
。
一
度
感
染
す
る
と
現
状

の
医
学
で
は
ウ
イ
ル
ス
を
排
除
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
い
ま
だ
に
根
本
的

な
治
療
法
は
確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

主
な
感
染
経
路
は
、
母
乳
を
介
し

て
母
親
か
ら
子
供
に
感
染
す
る
母
子

感
染
と
性
交
渉
に
よ
る
感
染
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
母
子
感
染
が
六
割
以
上
を

占
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
二
年
十
月
六
日
、
厚
生

労
働
省
は
、
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
︱
１
抗
体
検

査
を
妊
婦
健
康
診
査
の
標
準
的
な
検

査
項
目
に
追
加
し
、
公
費
負
担
の
対

象
と
で
き
る
よ
う
、
各
自
治
体
に
発

出
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
よ
り
全

致
被
害
者
に
関
す
る
全
面
的
な
調
査

を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
北
朝
鮮

か
ら
の
一
方
的
な
通
報
に
よ
り
、
合

意
事
項
が
実
施
さ
れ
な
い
状
況
が
続

い
て
い
る
。

　

拉
致
事
件
の
発
生
か
ら
既
に
三
十

年
以
上
が
経
過
す
る
中
、
拉
致
被
害

者
及
び
そ
の
家
族
の
置
か
れ
て
い
る

状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
以
上
い

た
ず
ら
に
時
間
を
費
や
す
こ
と
は
決

し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
早

期
解
決
に
当
た
っ
て
は
、
国
、
地
方

及
び
国
民
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組

む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

田
辺
市
に
お
い
て
は
、
去
る
十
二

月
二
日
に
拉
致
被
害
者
の
家
族
を
迎

え
て
、
一
五
〇
〇
人
の
大
集
会
が
開

催
さ
れ
、
拉
致
被
害
者
全
員
の
早
期

救
出
を
訴
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
政

府
認
定
・
未
認
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

北
朝
鮮
に
よ
る
す
べ
て
の
拉
致
被
害

者
の
安
否
確
認
と
早
期
帰
国
を
実
現

す
る
た
め
、
さ
ら
な
る
国
際
協
調
を

図
る
と
と
も
に
、
制
裁
措
置
と
併
せ

て
二
国
間
で
の
対
話
も
進
め
る
な
ど
、

全
力
で
取
り
組
む
よ
う
強
く
要
望
す

る
。

（
提
出
先
）
内
閣
総
理
大
臣
・
外
務
大

臣
・
内
閣
官
房
長
官
・
内
閣
府
特
命

担
当
大
臣
（
拉
致
問
題
担
当
）・
国
家

公
安
委
員
会
委
員
長
・
衆
議
院
議
長
・

参
議
院
議
長

船
が
、
停
船
を
命
じ
た
第
十
一
管
区

海
上
保
安
本
部
の
巡
視
船
に
衝
突
し
、

海
上
保
安
官
の
職
務
を
妨
害
す
る
と

い
う
由
々
し
き
事
態
が
発
生
し
た
た

め
、
船
長
を
逮
捕
し
た
。

　

し
か
る
に
、
横
暴
な
中
国
政
府
の

抗
議
を
受
け
、
那
覇
地
方
検
察
庁
は

処
分
保
留
の
ま
ま
、
短
期
間
で
釈
放

に
至
り
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

国
民
に
対
し
て
十
分
な
説
明
が
さ
れ

て
い
な
い
。

　

尖
閣
諸
島
は
、
日
本
政
府
が
明
治

二
十
八
年
に
沖
縄
県
へ
の
所
轄
決
定

を
し
て
以
来
、
鰹
節
工
場
を
操
業
し
、

漁
業
や
林
業
を
営
ん
だ
経
緯
が
あ
る
。

　

昭
和
三
十
五
年
に
中
国
政
府
が
発

行
し
た
「
外
国
地
名
手
冊
」
に
は
、

明
確
に
日
本
領
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に
も
国
際

法
上
も
「
尖
閣
諸
島
」
が
我
が
国
固

有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。

　

よ
っ
て
、
政
府
及
び
国
に
お
い
て

は
、
国
民
の
利
益
を
守
る
立
場
か
ら
、

下
記
事
項
に
つ
い
て
、
特
段
の
措
置

を
講
じ
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。

一
、
日
本
政
府
は
、
尖
閣
諸
島
が
我

が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
毅

然
た
る
態
度
を
堅
持
し
、
中
国
政
府

を
は
じ
め
、
諸
外
国
に
示
す
こ
と
。

二
、
中
国
政
府
に
対
し
、
厳
重
に
抗

議
す
る
と
と
も
に
、
再
発
防
止
策
を

求
め
る
こ
と
。

三
、
第
十
一
管
区
海
上
保
安
本
部
の

監
視
・
警
備
体
制
等
の
体
制
強
化
を

図
る
こ
と
。

（
提
出
先
）
内
閣
総
理
大
臣
・
外
務
大

臣
・
国
土
交
通
大
臣
・
内
閣
府
特
命

担
当
大
臣
（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）・

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長

国
に
お
い
て
感
染
拡
大
防
止
対
策
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
既

に
検
査
を
導
入
し
て
い
る
自
治
体
で

は
、
陽
性
の
妊
婦
に
は
授
乳
指
導
を

行
う
こ
と
で
、
効
果
的
に
感
染
の
拡

大
を
防
止
し
て
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス

一
型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
︱
１
）
の
感
染
拡

大
防
止
に
伴
う
「
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
︱
１
総

合
対
策
」
を
推
進
す
る
た
め
、
以
下

の
項
目
に
つ
い
て
早
急
に
実
現
す
る

よ
う
、
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

一
、
感
染
者
及
び
発
症
者
の
相
談
支

援
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

二
、
発
症
予
防
や
治
療
法
に
関
す
る

研
究
開
発
を
大
幅
に
推
進
す
る
こ
と
。

三
、
発
症
者
へ
の
支
援
、
福
祉
対
策

を
推
進
す
る
こ
と
。

（
提
出
先
）
内
閣
総
理
大
臣
・
厚
生
労

働
大
臣
・
衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議

長
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一
般
質
問
と
答
弁
の
要
旨

　
今
後
の

　
　
行
政
運
営
に
つ
い
て

問
　
財
政
的
に
は
大
丈
夫
か

　
　

市
町
村
建
設
計
画
に
お
け
る
前

　
　

期
五
年
間
の
財
政
計
画
で
は
、

歳
入
歳
出
差
引
収
支
額
の
合
計
を

三
十
一
億
円
と
見
込
ん
で
い
ま
し
た

が
、地
方
交
付
税
の
増
加
な
ど
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
実
際
は
四
十
四
億
円

と
、計
画
よ
り
も
順
調
な
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
旧
の
合
併
特
例
法
に
基
づ

く
普
通
交
付
税
の
算
定
替
の
制
度
が

終
了
し
た
際
の
交
付
税
の
減
少
額
は
、

国
の
地
方
財
政
計
画
の
動
向
に
よ
り

変
動
し
ま
す
が
、
平
成
二
十
一
年
度

の
実
績
で
比
較
す
る
と
、
約
二
十
億

円
の
差
が
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
度

以
降
の
五
年
間
で
、
毎
年
約
四
億
円

ず
つ
交
付
税
が
減
少
し
て
い
く
と
想

定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
行
政
改
革
大
綱
に
基
づ

き
、
具
体
的
な
目
標
を
定
め
、
事
務

事
業
の
見
直
し
等
を
進
め
て
お
り
、

答

予
算
編
成
時
に
お
い
て
も
、
経
常
経

費
を
部
ご
と
に
枠
配
分
す
る
な
ど
、

歳
出
総
額
の
抑
制
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
か
ら
、
新
た
に
事

務
事
業
検
証
作
業
を
開
始
し
て
お

り
、
検
証
委
員
会
で
廃
止
や
見
直
し

と
い
っ
た
最
終
的
な
方
向
性
を
定
め
、

そ
の
結
果
を
予
算
に
反
映
さ
せ
る
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

答

　
地
デ
ジ
化
対
策
に
つ
い
て

問
　
低
所
得
者
層
対
策
は
十
分
か

　
　

国
で
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

　
　

へ
の
移
行
に
際
し
て
、
経
済
的

な
理
由
等
で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

視
聴
で
き
な
い
世
帯
に
対
し
て
、
最

低
限
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
の
考

え
か
ら
、
要
件
を
満
た
す
世
帯
に
対

し
て
、
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
無
償

で
支
給
す
る
支
援
制
度
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
市
で
も
、こ
の
チ
ュ
ー
ナ
ー

の
配
付
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
よ

う
国
と
と
も
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

　

ま
た
、
す
べ
て
の
世
帯
が
確
実
に

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
移
行
で
き
る

よ
う
、こ
れ
ま
で
も
「
広
報
紙
」
や
「
折

り
込
み
チ
ラ
シ
」「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」、

国･

県
と
の
共
同
に
よ
る
「
住
民
説

明
会
」
等
を
活
用
し
た
広
報･

啓
発

活
動
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
今

後
も
地
上
波
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
完

全
移
行
に
向
け
て
関
係
機
関
等
と
の

連
携
に
よ
り
、
特
に
高
齢
者
の
み
の

世
帯
な
ど
へ
の
対
応
に
も
配
慮
し
た
、

よ
り
き
め
細
か
な
周
知
・
広
報
活
動

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

答

　
文
教
都
市
を
目
指
し
て

問
　
社
会
福
祉
専
門
学
校
な
ど
の
誘

　
致
に
取
り
組
ん
で
は

　
　

当
地
域
で
は
、
高
等
学
校
を
卒

　
　

業
す
る
と
、
多
く
の
子
供
た
ち

が
進
学
や
就
職
の
た
め
、
市
外
や
県

答 　
水
道
の
危
機
管
理

問
　
突
発
的
事
故
発
生
時
の
対
応
は

　
　

市
の
上
水
道
事
業
は
、
昭
和
十

　
　

四
年
に
給
水
を
開
始
し
、
そ
の

後
、
人
口
増
加
等
に
よ
る
水
需
要
の

増
大
に
対
応
す
る
た
め
、
四
度
の
拡

張
事
業
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
、

創
設
期
か
ら
拡
張
期
に
か
け
て
整
備

さ
れ
た
施
設
の
老
朽
化
が
進
ん
で
き

て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
。

　

突
発
的
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
水
道
管
の
被
害
や
漏
水
、

付
近
の
断
水
の
状
況
等
を
把
握
し
、

破
損
箇
所
の
修
理
復
旧
の
手
配
等
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
付
近
住
民
へ
の

周
知
や
問
い
合
わ
せ
へ
の
対
応
の
ほ

か
、
必
要
に
応
じ
て
応
急
給
水
も
行

外
に
転
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専

門
学
校
な
ど
の
誘
致
は
、
こ
う
し
た

人
材
の
流
出
に
少
し
で
も
歯
止
め
を

か
け
る
と
と
も
に
、
市
外
か
ら
の
生

徒
の
流
入
を
は
じ
め
、
教
員
や
事
務

員
な
ど
関
係
者
の
転
入
に
よ
る
人
口

増
加
や
、
卒
業
者
な
ど
若
い
人
材
が

定
着
す
る
こ
と
に
よ
る
賑
わ
い
や
活

気
が
出
る
ほ
か
、
当
地
域
の
社
会
人

に
と
っ
て
も
国
家
資
格
を
取
得
で
き

る
よ
う
な
学
校
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に

職
業
選
択
の
幅
が
広
が
り
定
住
へ
の

足
が
か
り
と
な
り
得
る
こ
と
も
十
分

期
待
で
き
ま
す
。

　

一
方
で
、
少
子
化
の
進
行
に
よ
り

学
校
経
営
は
年
々
厳
し
く
な
っ
て
お

り
、
学
生
確
保
の
観
点
か
ら
地
方
へ

の
立
地
は
進
み
に
く
い
状
況
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
先
進
地
の
状
況

を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
企
業
立

地
促
進
条
例
と
の
整
合
性
な
ど
も
あ

わ
せ
て
、
今
後
研
究
し
て
ま
い
り
ま

す
。
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鳥
獣
に
よ
る

　
　
農
作
物
被
害
対
策

問
　
狩
猟
者
へ
の
補
助
と
後
継
者
対

策
は

　
　

近
年
、
猟
銃
に
よ
る
事
故
や
事

　
　

件
に
よ
る
社
会
的
不
安
を
は
じ

め
、
昨
今
の
銃
刀
法
の
改
正
、
加
え

て
免
許
の
取
得
や
狩
猟
登
録
に
係
る

費
用
負
担
な
ど
、
銃
を
使
用
す
る
狩

猟
者
を
取
り
巻
く
状
況
は
ま
す
ま
す

厳
し
さ
を
増
し
、
十
分
な
狩
猟
者
数

を
確
保
す
る
こ
と
は
、
今
後
さ
ら
に

困
難
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

市
全
体
の
猟
友
会
に
お
け
る
銃
・

わ
な
を
あ
わ
せ
た
会
員
数
は
、
近
年

答

　
国
保
問
題
に
つ
い
て

問
　
国
保
広
域
化
の
影
響
は

　
　

新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ

　
　

い
て
議
論
を
行
う
た
め
、
国
に

お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
医

答

　
木
造
校
舎
、

　
　
体
育
館
の
耐
震
を
問
う

問
　
木
造
の
校
舎
、
体
育
館
な
ど
の

　
耐
震
は

　
　

木
造
建
築
の
校
舎
、
体
育
館
等

　
　

を
有
す
る
学
校
は
、
小
中
学
校

あ
わ
せ
て
十
一
校
あ
り
、
こ
の
う

ち
、
耐
震
診
断
の
基
準
と
な
る
昭
和

五
十
六
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
三
階

建
て
以
上
、
ま
た
は
床
面
積
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
木
造
校
舎
を

有
す
る
学
校
は
、
四
校
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

学
校
施
設
の
耐
震
化
に
あ
た
っ
て

は
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
を
早
急

に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
非
木

答

造
、
木
造
建
築
の
構
造
に
か
か
わ
ら

ず
、
早
期
耐
震
化
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
、

木
造
施
設
の
耐
震
化
、
ま
た
耐
震
診

断
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
十
分
認
識

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。　
　

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
耐
震

診
断
の
対
象
と
な
る
木
造
校
舎
の
学

校
は
、
い
ず
れ
の
学
校
も
適
正
規
模

等
の
協
議
が
伴
う
学
校
と
な
っ
て
お

り
、
今
後
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
同

様
、
地
域
や
保
護
者
の
皆
さ
ん
方
と

学
校
統
合
の
み
の
視
点
で
は
な
く
、

地
域
に
お
け
る
学
校
の
あ
り
方
等
に

つ
い
て
十
分
協
議
を
重
ね
た
上
で
、

合
意
を
得
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。

　

耐
震
診
断
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て

は
、
こ
う
し
た
学
校
適
正
規
模
等
に

係
る
協
議
の
状
況
を
は
じ
め
、
非
木

造
校
舎
等
の
耐
震
化
の
進
捗
状
況
等

を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
検
討
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

療
制
度
改
革
会
議
に
お
い
て
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
廃
止
後
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
高
齢
者
や
被
扶
養
者

は
被
用
者
保
険
に
、
そ
れ
以
外
の
高

齢
者
は
国
保
に
加
入
す
る
よ
う
見
直

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の

改
革
会
議
の
中
で
、
新
た
な
高
齢
者

医
療
制
度
の
議
論
の
延
長
線
上
に
あ

る
姿
と
し
て
、
第
一
段
階
と
し
て

七
十
五
歳
以
上
の
方
に
関
し
て
財
政

運
営
を
都
道
府
県
単
位
化
し
、
第
二

段
階
と
し
て
保
険
財
政
の
安
定
化
や

保
険
料
負
担
の
公
平
化
の
観
点
か
ら
、

早
期
に
全
年
齢
を
対
象
と
し
た
都
道

府
県
単
位
化
を
図
り
、
簡
素
で
分
か

り
や
す
い
制
度
体
系
に
す
る
こ
と
が

必
要
だ
と
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
で
、
そ

の
細
部
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
議
論

に
は
至
っ
て
い
な
い
状
況
で
も
あ
り
、

今
後
の
議
論
の
行
方
を
慎
重
に
見
極

め
る
と
と
も
に
、
国
の
責
任
に
お
い

て
、
負
担
と
給
付
の
公
平
化
及
び
将

来
に
わ
た
り
安
定
し
た
制
度
運
営
を

確
保
す
る
よ
う
、
機
会
あ
る
ご
と
に

働
き
か
け
て
ま
い
り
ま
す
。

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、「
安
心
と
お
い
し
さ
」

を
よ
り
多
く
の
方
々
に
実
感
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
将
来
に
わ
た
り
安

心
で
き
る
水
の
安
定
供
給
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
農
家
を

中
心
に
わ
な
免
許
を
取
得
す
る
方
が

ふ
え
た
こ
と
も
あ
り
、
四
百
名
を
超

え
る
登
録
者
数
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

わ
な
免
許
は
、
県
が
狩
猟
免
許
取
得

支
援
事
業
と
し
て
、
野
生
鳥
獣
の
捕

獲
に
取
り
組
む
農
家
を
対
象
に
、
免

許
取
得
に
係
る
経
費
に
対
し
県
が
二

分
の
一
、
市
町
村
が
四
分
の
一
を
助

成
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
事
業

の
活
用
も
検
討
し
、
捕
獲
者
の
確
保

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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次
回
の
「
市
議
会
だ
よ
り
」
は

　

５
月
号

　

（
３
月
定
例
会
の
報
告
）

で
す
。

　議会日程の詳細や議会だよりの内容等について、 ご意見 ・ ご質問がありまし

たら、 次までご連絡ください。

　ホームページでは、 議会の情報や会議録をご覧いただけるほか、 声の議会だ

よりもご利用いただけます。

【連絡先】

田辺市議会事務局

　〒６４６―８５４５　　田辺市新屋敷町１番地

　　　ＴＥＬ　０７３９－２６－９９４０ （直）　　　　　　　　

　　　ＦＡＸ　０７３９－２５－５５７９　　　　　　　　　　  　

　　　Ｅ－ｍａｉｌ : ｇｉｋａｉ＠ｃｉｔｙ . ｔａｎａｂｅ . ｌｇ . ｊｐ

　　　ｈｔｔｐ : // ｗｗｗ . ｃｉｔｙ . ｔａｎａｂｅ . ｌｇ . ｊｐ / ｇｉｋａｉ /  

議会を傍聴してみませんか？

市議会は年４回（３月・６月・９月・１２月）定例会を開催しています。

議会では市民の皆さんの生活に密着した重要な問題が審議されています。

市政を知る良い機会として、お気軽に足を運んでみませんか。

次回は ３月定例会 の予定です。
お知らせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会活動日誌
　　本会議　　１１月２９日　（１日目）　決算審査に係る委員長報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補正予算等関連議案の提案説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給与条例議案に対する質疑及び付託

　　　　　　　　　　３０日　（２日目）　付託議案に係る委員長報告・議案審議

　　　　　　　１２月　８日　（３日目）　一般質問（３人）

　　　　　　　　　　　９日　（４日目）　一般質問（３人）

　　　　　　　　　　１０日　（５日目）　一般質問（１人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補正予算等関連議案に対する質疑及び付託

　　　　　　　　　　２１日　（６日目）　付託議案に係る委員長報告・議案審議

　　委員会等

１０月１２日　文教厚生委員会（決算審査について）

　　　１３日　文教厚生委員会（決算審査について）

　　　１４日　産業建設委員会（決算審査について）

　　　１５日　産業建設委員会（決算審査について）

　　　２１日　総務企画委員会（決算審査について）

　　　２２日　総務企画委員会（決算審査について）

１１月１５日　議会運営委員会（議会改革について）

　　　２２日　議会運営委員会（１２月定例会運営について）

　　　２９日　総務企画委員会（委員長報告及び付託議案審査）

　　　　　　　産業建設委員会（委員長報告について）

　　　　　　　文教厚生委員会（委員長報告について）

　　　　　　　国体に係る三四六総合運動公園等整備特別委員会

　　　　　　　　　　　　　　 （用地及び都市計画公園変更手続

　　　　　　　　　　　　　　　き等の進捗についてほか 1 件）

１２月　８日　議会運営委員会（１２月定例会運営について）

　　　　　　　高速道路及び国道バイパス促進特別委員会

　　　　　　　　　　　　  　　（工事の進捗状況と今後の工事発

　　　　　　　　　　　　　　　 注についてほか３件）

　　　　９日　議会運営委員会（１２月定例会運営について）

　　　１０日　産業建設委員会（付託議案審査について）

　　　１３日　文教厚生委員会（付託議案審査について）

　　　１４日　総務企画委員会（付託議案審査について）

　　　２１日　議会運営委員会（最終日の日程等について）

　　　　　　　産業建設委員会（委員長報告について）

　　　　　　　文教厚生委員会（委員長報告について）

　　　　　　　国体に係る三四六総合運動公園等整備特別委員会

　　　　　　　　　　 　　　　 （設計委託業務の進捗についてほ

　　　　　　　　　　　　　　　 か 1 件）


